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11月26日、今臨時国会はじめての参院憲法審査会が開催されました。このなかで日本維

新の会が憲法審査会の下に条文起草委員会を設置する提案をし、これに国民民主党から賛

意が表明されたものの、自民党は積極的な反応を示しませんでした。 
いっぽう、27日に行われた衆院憲法審査会幹事懇談会では、船田元・与党筆頭幹事が憲

法審査会への条文起草委員会設置を提案、維新が同調、立憲・共産・れいわが反対しまし

た。 
これら「憲法審査会への条文起草委員会設置」の提案は自民・維新の「連立合意」に基

づくものですが、自民党の衆参での対応には温度差がすでに表れています。 
また、自民・維新両党による「条文起草協議会」の場においても、改憲に前のめりの維

新の姿勢が際立ってきています。 
 

【参考】 
自民、条文起草委を提起 衆院憲法審査会、立民は反対 

https://www.47news.jp/13514189.html 
 
自民、条文起草委を提案 衆院憲法審、立民「時期尚早」 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025112700573&g=pol 
 
維新、憲法9条2項削除・国防軍を説明 自民「いきなりそこまでは」 

https://digital.asahi.com/articles/ASTCW3J38TCWUTFK009M.html 
 

2025年11月26日（水）第219回国会（臨時会） 

第1回 参議院憲法審査会 
 
【アーカイブ動画】 

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8753 
 

【マスコミ報道から】 
参議院憲法審査会 今国会で初の討議 憲法の考え方で意見交わす 

https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014986851000 
 

https://www.47news.jp/13514189.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025112700573&g=pol
https://digital.asahi.com/articles/ASTCW3J38TCWUTFK009M.html
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8753
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014986851000
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維新、条文起草委を提案 参院憲法審、野党は反発 

https://news.jp/i/1366324694204269207 
 
条文起草委設置で足並みそろわぬ与党 今国会初の参院憲法審、「周回遅れ」挽回なるか 

https://www.sankei.com/article/20251126-CECNUXJY4JIGHDPPWQPKIJWVLY/ 
 
臨時国会での改憲論議、自民なぜ抑え気味 初の参院憲法審査会から 

https://digital.asahi.com/articles/ASTCV323DTCVUTFK00KM.html 
 

【傍聴者の感想】 
高市政権発足後、初の参議院憲法審査会

が開催されました。今夏の参院選を経て会

派の構成や委員も変わりました。初開催だ

からということか、各会派代表が「憲法に

対する考え方」を表明し、その後委員の自

由な発言を時間終了まで行いました。 
各会派の発言は概ねこれまでの主張を繰

り返したもので、特に新しい課題提起はな

かったように思います。参議院の緊急集会

を積極的に活用する方向性は各会派共通す

るなど、衆院との違いも従来の論調が継続

していると思いました。自民と維新の連立

合意に触れた発言がいくつもあったのが、

今までとの違いでしょうか。 
初めて参加した参政党の発言が注目され

ましたが、「憲法は一から作り直す創憲」

「憲法は権力を縛るものではなく、国のあ

り方を示すもの」「今の憲法には伝統的な

文化や価値が記載されていない」「日本は

古来から憲法を自主的に作ってきた（聖徳

太子など？）のであって自分たちで作るこ

とが大事」など、この間にマスコミなどで

も報道されていた主張でした。 
委員の自由討議でも参政党の委員の発言

がありましたが、「子どもの権利を守らな

ければならない。長時間保育は子供の情緒

をゆがめている。そのために3歳までは家

庭で育てることを定めるべき。憲法で、

『子供は国の宝』と明記すべき」との主張

を展開。批判の仕方は幾通りも思いつきま

すが、問題はこのような発言が現代の国会

において堂々となされることを可能にして

いる私たちの社会のあり様でしょう。私た

ちの日常において、分断と対立は乗り越え

つつ、批判すべきことはきちんと批判する

ということが、今まで以上に大切なってく

るのだと感じました。（T） 

 

【国会議員から】吉田忠智さん（立憲民主党・参議院議員／憲法審査会筆頭幹事） 

１．戦後80年と日本国憲法の真価 

今年は戦後80年ですが、かつての全体主

義と軍国主義がもたらした世界史にも例の

ない甚大な戦争の惨禍の反省に基づき制定

され、今日までの我が国の発展の礎となっ

た日本国憲法の真価をしっかりと正当に評

価しなければならないと考えます。 

日本国憲法は、世界唯一の平和主義を掲

げ、世界屈指の人権法典にして優れた民主

制度を定めたものであり、私ども会派はこ

の日本国憲法を守り活かしていくための議

論、すなわち、良識の府にふさわしい、法

の支配と立憲主義、そして、憲法の基本原

理に基づく憲法論議をこの審査会で求めて

参ります。 

https://news.jp/i/1366324694204269207
https://www.sankei.com/article/20251126-CECNUXJY4JIGHDPPWQPKIJWVLY/
https://digital.asahi.com/articles/ASTCV323DTCVUTFK00KM.html
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２．憲法審で議論すべき事項 
さて、本日は、今後の本審査会において

議論すべき三つの事項について指摘したい

と思います。 
 
（１）緊急集会 
一つは、参議院の緊急集会に関する議論

です。参院憲法審では、2023年常会で緊

急集会の制度、24年常会で災害時等の緊急

集会の運用について大変充実した議論を行

ってきました。今後は、緊急集会のあるべ

き機能強化などに関する論点を更に議論

し、具体的な制度改善に結びつける必要が

あります。 
特に、本年の常会で自民党の中西筆頭幹

事が指摘されたように、参議院の「都道府

県選挙区の合区」が緊急集会の制度趣旨に

合致するものか検討が必要と考えます。こ

の点、昨年6月の選挙制度専門委員会の報

告書において、二院制における参議院の機

能・役割として、災害対応について「緊急

集会の機能の充実強化」が明記され、その

答申を受けた参議院改革協議会報告が本年

6月に纏められております。 
今後は、改革協議会と本審査会との連携

が極めて重要であり、まずは、この間の経

緯等を聴取し、憲法問題を担当する憲法審

査会の責任を果たしていく必要があると考

えます。 
なお、緊急集会を巡っては、任期延長改

憲の根拠として、「総選挙の実施が可能な

平時の制度であり、開催期限は70日間限定

であり、二院制の例外制度としてその権能

は大きく制約される」といった主張が衆院

憲法審で任期延長改憲を主張する方々によ

ってなされてきました。 
ところが、参院憲法審では、自民、公

明、そしてご勇退された大塚耕平先生など

が会派代表意見において、衆議院の任期延

長改憲を主張する方々とは異なる緊急集会

に関する正しい見解を述べられてきまし

た。昨年8月の自民党の党見解のWG報告

にはそうした良識の府の見識が具体的に示

され、かつ、本年の常会でも佐藤筆頭幹事

を先頭に任期延長改憲を主張する方々の見

解に汲みしない緊急集会の正しい主張がな

されたことに敬意を表する次第です。 
特に、佐藤筆頭幹事の質問による川崎参

院法制局長の答弁によって、予算や条約な

どの衆議院の優越事項も緊急集会の議案と

なることが明確に確認されたことは非常に

重要です。 
こうした、参院憲法審の論戦にもかかわ

らず、衆院憲法審では先の常会の会期末に

緊急集会の誤った見解に基づく任期延長改

憲の骨子案の議論が行われたことは誠に遺

憾です。 
ただ、その中で、「70日間は緊急集会の

活動期間を厳格に限定するものではない」

という見解が初めて示されています。この

点、任期延長改憲の「選挙困難事態」の定

義には70日間限定説に基づく「70日を超

えて」という「長期性の要件」があり、こ

の改憲骨子案の見解は、任期延長改憲の論

拠の根幹の崩壊を意味するものと考えま

す。 



憲法審査会レポート No. 64 2025-11-28 

4 
 

先の自民・維新の連立合意には、任期延

長の改憲条文の来年の常会提出等が記され

ています。緊急集会を巡る見解が衆参で深

刻に分裂し、任期延長改憲を主張する方々

の見解の正当性そのものが崩壊する中で、

衆院での改憲条文の提出など断じて許され

ません。ましてや、そのための、衆参憲法

審査会での条文起草委員会の設置など断じ

て許されようがないことを明確に指摘いた

します。 
 
（２）国会法102条の6に基づく憲法違反

問題の調査審議 
次に、国会法102条6が定める憲法審査

会の法的な任務である憲法違反問題などの

調査審議の実行も極めて重要であります。 
先に、高市総理による存立危機事態条項

の台湾海峡有事での適用答弁が日中の国際

問題に至っていますが、そもそも、安倍政

権の集団的自衛権行使は昭和47年政府見解

の「外国の武力攻撃」という文言の曲解等

によってなされた憲法違反であることが、

2015年の安保国会では濱田邦夫元最高裁

判事や宮﨑礼壹元内閣法制局長官らによっ

て陳述されています。 
また、それが故に、武力行使の新三要件

が歯止めのない・無限定なものであること

も国会質疑で論証されていますが、日本に

よる米国のための集団的自衛権行使を法的

に免責した日米安保条約3条など日米同盟

との関係も含め、国家による戦争行為の発

動である存立危機事態条項の憲法問題につ

いて、本審査会で冷静にしっかりと調査審

議を行う必要があります。 
なお、我が会派は自民・維新の連立合意

にある、あらゆる武力行使を可能にしてし

まう憲法9条そのものの改憲には明確に反

対をいたします。 
合わせて、多くの高裁で違憲判決が出てい

る同性婚禁止、あるいは、選択的夫婦別

姓、さらには、臨時国会の召集義務違反な

ど、国民の人権や民主主義の在り方に直結

する重要な憲法問題もしっかりと審議する

必要があります。 
 
（３）国民投票法 
更には、国民投票法について、附則４条

が求めているテレビやネットのCM規制、

ネット上のフェイク情報の対処などについ

て、引き続き議論を深めていく必要があり

ます。 
特に、インターネットについては、いわゆ

るフィルターバブル・システムや、再生回

数稼ぎのビジネスモデルなど、「ネット社

会の民主主義の在り方」という根本的な視

座に立った検証が必要と考えます。 
 
３．最後に 

以上、良識の府にふさわしい、立憲主義

に基づく憲法論議を求めて私の意見といた

します。 
（憲法審査会での発言から） 

 


